
ＮＰＯ法人市民後見ひょうごの活動指針２０１８ 
 
はじめに 
 ２０２５年問題や超高齢社会の課題に見受けられる、独居高齢者、高齢者世

帯及び認知症高齢者・知的障がい者世帯等で、判断能力の低下に伴い意思決定

支援や生活支援が必要となっている方々が増加しています。 

その一方で、伝統的で自助的な家族や親族の支援力の低下、町内会的な地域

力の弱体化が進んでいる現状の中で、公助の支援体制の整備が遅れています。 

私たちは、超高齢社会（65 歳以上の人口比 27.3％）、長寿社会（男性 81 歳・

女性 87 歳）、人生 100 年時代と言われる現状において、第一は自分の人生を、

第二は家族との絆を、第三は仕事（生活の基盤）を優先させ、第四に市民とし

ての自覚と感性をもって社会貢献ボランティアとして活動していきます。 

 
活動理念 
１ ノーマライゼーション 

本人にふさわしい住み慣れた地域又は望ましい施設等での生活を保障する。 

２ 自己決定の尊重 

本人の意思決定の能力に応じて具体的な選択肢を提示して決定を支援する。 

３ 身上の保護 

本人の生活の質を重視して心身の健康を保持する。 

４ 本人中心主義 

  本人の存在・生活・立ち位置から課題や問題を考えて支援活動を行う。 

 
活動モデル 
 要支援者及び被支援者への支援モデル 

① 見守りモデル（見守り契約による支援モデル） 
② 成年後見モデル（法定後見による支援モデル） 
③ 任意後見モデル（任意契約・任意後見契約による支援モデル） 
④ 死後事務モデル（葬儀・お墓・供養等の支援モデル） 
⑤ 家族支援モデル（本人支援に深く関わる家族関係に対する支援モデル） 

 
２０１８年の活動方針 
 従来からの活動に加えて 

① 高齢者の支援事業者、認知症高齢者の家族・支援事業者等への働きかけ 
② 重度心身障害者の家族会等への働きかけ 
③ 長田区南部等の地域への働きかけ 
④ 多様化する福祉ニーズ（独居高齢者等の終活支援サービス）への対応 
⑤ 専門職及び地域の福祉サービス事業者等との連携 


